
 



(総則） 

第１条 受注者は、別冊「仕様書」に基づき、頭書の契約金額（以下「契約金額」という。）をもって、頭書の履

行期間（以下「履行期間」という。）までに、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければな

らない。 

２ 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、この契約によって生ずる権利、または義務を第三者に譲渡し、または承継してはならない。

ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 

２ 発注者は、この契約の目的物を自由に使用し、又これを使用するにあたり、その内容等を変更することがで

きる。 

（契約期間） 

第３条 この契約は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３に基づく長期継続契約であり、期間

は令和７年  月  日から令和 10年３月 31日までとする。 

 （予算削除に係る契約変更または解除） 

第４条 発注者は、契約期間中の年度において当該契約に係る歳出予算が減額もしくは削除されたときは、契約

を変更または解除することができる。 

２ 前項の規定により契約を変更または解除した場合において、受注者に損害が生じたときは、受注者はその損

害の賠償を発注者に請求することができる。 

（再委託等の禁止） 

第５条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者

の承諾を得たときは、この限りでない。 

（委託業務の調査等） 

第６条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、または報告を求

めることができる。 

（業務内容の変更等） 

第７条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、または委託業務を一時中止することができ

る。この場合において、契約金額または履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書

面によりこれを定める。 

２ 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者がその損害を賠償しなければならない。賠償金

額は、発注者受注者協議して定める。 

（期限の延長） 

第８条 受注者は、その責に帰することができない事由により、履行期間までに委託業務を完了することができ

ないことが明らかとなったときは、発注者に対し遅滞なく、その事由を附して履行期間の延長を求めることがで

きる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。 

（損害のために必要を生じた経費の負担） 

第９条 委託業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害も含む。）のために必要を生じた経費は、受

注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する事由による場合においては、その損害のた

めに必要を生じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。 

（履行遅滞の場合における延滞金） 

第１０条 受注者の責に帰する事由により、履行期間までに委託業務を完了することができない場合において、

履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は延滞金を附して履行期間を延長することができる。 

２ 前項の延滞金は、契約金額に対して、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法に定める率を



乗じて計算した金額とする。 

３ 発注者の責に帰する事由による第１２条の規定による契約金額の支払いが遅れた場合には、受注者は発注者

に対して、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法に定める率を乗じて計算した額を請求するこ

とができる。 

（検査及び引渡） 

第１１条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければな

らない。 

２ 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から１０日以内に目的物について検査を行なわ

なければならない。 

３ 前項の検査に不合格となり、目的物について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、

発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、前項を

準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該目的物を発注者に引渡すものとする。 

（契約不適合責任） 

第１１条の２ 発注者は、引き渡された成果物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契

約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、成果物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求

することができる。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法

と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がな

いときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

(１) 履行の追完が不能であるとき。 

(２) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(３) 成果物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をし

た目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがない

ことが明らかであるとき。 

（委託料の支払） 

第１２条 受注者は、第１１条の規定による検査に合格したのち、発注者に対して契約金額の支払いを請求する

ものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならない。 

（違約金） 

第１３条 受注者の責に帰すべき事由により、発注者が契約を解除したときは、受注者は契約金額の１０分の１

を違約金として発注者の指定する期限までに納付しなければならない。 

（秘密の保持） 

第１４条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

（契約外の事項） 

第１５条 この契約に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注

者と受注者とが協議して定めるものとする。 


